
（出願人→特許庁）

商標登録出願
★商標、指定商品・指定役務、商

品・役務の区分等を記載した願書

を提出

（特許庁）

方式審査

（特許庁）

出願公開
★出願内容を公開

（特許庁）

実体審査
★自他商品役務の識別力を有す

るか、他人の先願登録商標と同一

類似でないか、公序良俗の見地、

他人の業務に係る商品役務と混

同を生ずるおそれ、商品役務の質

の誤認を生ずるおそれ、などを審

査

（特許庁→出願人）

拒絶理由通知
★登録できません、との通知

（出願人→特許庁）

意見書・手続補正書
★先願商標とは類似しません、な

どの反論。指定商品・役務の明確

化や減縮補正。

（特許庁→出願人）

拒絶査定
★登録しない、との審査官の最終

判断

（特許庁→出願人）

登録査定
★登録する、との審査官の最終判

断

（出願人→特許庁）

設定登録料納付
★１０年分の登録料の一括納付

（５年ごとの分割も可）

★登録査定・審決謄本の送達が

あった日から３０日以内

（特許庁）

商標権設定登録
★商標権発生（商標権の存続期

間は、登録日から１０年をもって終

了するが、１０年ごとに更新すれ

ば半永久的）

（特許庁）

商標掲載公報発行

（第三者から）

登録異議申立て
★商標掲載公報発行日から２月

以内

（出願人→特許庁）

拒絶査定不服審判

請求
★拒絶査定謄本の送達があった

日から３月以内

★審判請求しないと拒絶査定は

確定

（第三者から）

登録無効審判請求

登録取消審判請求

（特許庁）

実体審査
★上記意見書等の内容を加味し

て再審査

（第三者→特許庁）

情報提供
★刊行物等提出により、権利化を

けん制

（商標権者→特許庁）

存続期間更新登録

の申請
★登録から１０年ごとに存続期間

の更新が可能。なお、指定商品等

の書換を要する場合がある。

審判における審理

審決取消訴訟

（知財高裁～最高裁）

http://www.koyamapat.jp http://www.patenal.com
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＜商標登録手続の流れ図（フローチャート）＞
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